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図
書
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

☎
23ｰ

6
1
5
1

◆
家
に「
レ
コ
ー
ド
」は

　
　
　
　
　

眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か

　

図
書
館
で
は
、
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ

ー
ド（
E
P
・
L
P
・
S
P
）を
収

集
し
ま
す
。

　

レ
コ
ー
ド
は
持
っ
て
い
る
が
、

聞
く
こ
と
が
な
い
方
は
、
こ
の
機

会
に
、
ぜ
ひ
、
寄
贈
く
だ
さ
い
。

　

併
せ
て
、
昔
懐
か
し
い
ふ
る
さ

と
の
音（
民
謡
・
対
話
な
ど
）を
記

録
し
た
貴
重
な
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ

な
ど
も
収
集
し
ま
す
。

　

ま
た
、
出
石
分
館
の
み
レ
コ
ー

ド
を
持
ち
込
ん
で
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
著
作
権
法
の
規
定
で
持
ち
込
ま

れ
た
レ
コ
ー
ド
な
ど
を
デ
ジ
タ

ル
化
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
寄
贈
窓
口　

図
書
館
本
館
・
各

分
館

▽
そ
の
他　

レ
コ
ー
ド
の
館
外
貸

出
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆「
ジ
ョ
ブ
・
サ
ポ
」コ
ー
ナ
ー
の
設
置

　

図
書
館
本
館
で
は
、
4
月
か
ら
、

就
職
活
動
を
資
料
面
で
支
援
す
る

「
ジ
ョ
ブ
・
サ
ポ
」コ
ー
ナ
ー
を
設

置
し
ま
す
。

　

就
職
に
有
利
な
資
格
に
関
す
る

テ
キ
ス
ト
、
面
接
・
試
験
対
策
教

本
を
備
え
、
市
内
外
で
配
布
さ
れ

て
い
る
就
職
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
な
ど
も
設
置
し
ま
す
。

　

4
月
10
日（
日
）は
、
兵
庫
県
議

会
議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す
。
皆

さ
ん
、
そ
ろ
っ
て
投
票
し
ま
し
ょ

う
。

　

投
票
日
当
日
都
合
の
悪
い
方
は
、

早
め
に
期
日
前
投
票
を
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。

◆
告
示
日　

4
月
1
日（
金
）

◆
投
票
日　

4
月
10
日（
日
）午
前

7
時
〜
午
後
8
時

※
一
部
繰
上
投
票
所
が
あ
り
ま
す
。

兵
庫
県
議
会
議
員
選
挙

○
期
日
前
投
票

児
童
扶
養
手
当
額
の
改
定

　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
額
が
、

全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
下
落
に

よ
り
4
月
1
日
か
ら
減
額
改
定
さ

れ
ま
す
。

▽
4
月
分
以
降
の
手
当
額

・
全
部
支
給
…
月
額
4
万
1
5
5

　

0
円

・
一
部
支
給
…
月
額
9
8
1
0
円

〜
4
万
1
5
4
0
円

・
第
2
子
以
降
の
加
算
額
…
第
2

子
5
千
円
、
第
3
子
以
降
1
人

に
つ
き
3
千
円（
変
更
な
し
）

▽
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
生
活
援

護
係
☎
24
－
7
0
3
1

○
開
票　

▽
日
時　

4
月
10
日（
日
）午
後
9

時
15
分
〜

▽
場
所　

総
合
体
育
館（
大
磯
町
）

▽
問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
23
－
5
4
5
4

農
業
委
員
会
委
員
選
挙

　

4
月
19
日（
火
）は
、
農
業
委
員

会
委
員
選
挙
の
投
票
日
で
す
。

　

1
月
1
日
現
在
の
状
況
で
、
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登

載
を
申
請
し
、
選
挙
権
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
方
〔
3
月
31
日（
木
）

確
定
〕
が
投
票
で
き
ま
す
。

　

有
権
者
は
、
忘
れ
ず
に
投
票
し

ま
し
ょ
う
。

◆
告
示
日　

4
月
12
日（
火
）

◆
投
票
日　

4
月
19
日（
火
）午
前

7
時
〜
午
後
8
時

※
一
部
繰
上
投
票
所
が
あ
り
ま
す
。

※
選
挙
区
お
よ
び
定
数
は
、
3
月

25
日
発
行
の
農
業
委
員
会
だ
よ

り
第
18
号
で
確
認
く
だ
さ
い
。

※
投
票
場
所
は
、
投
票
入
場
券
で

確
認
く
だ
さ
い
。

○
期
日
前
投
票

役職 氏　名 出身地域（地区）
会長 日下部昌男 豊岡（市街地）

副会長

吉田　勲 日高（日高）
樋口忠幸 城崎（城崎）

木瀬史
ひと

司
し

竹野（中竹野）
小畑宏明 出石（弘道）

森脇與
よ

一
いち

但東（合橋）
会計 高木　務 豊岡（市街地）

監事 藤井幹夫 城崎（城崎）
永井辰正 但東（資母）

理事

岡田清信 豊岡（八条）
村田正次 豊岡（田鶴野）
森田　進 豊岡（三江）
武田勝美 豊岡（五荘）
野竿　豊 豊岡（新田）
河口　清 豊岡（中筋）
宮部　保 豊岡（港）

岡谷正
しょう

一
いち

豊岡（奈佐）
西村貴則 豊岡（神美）
飯田　剛 竹野（竹野南）
濱上吉徳 竹野（竹野）
菅村和弘 日高（国府）

田中重
しげ

海
み

日高（八代）
若槻喜則 日高（三方）
岡森和清 日高（清滝）
井上正治 日高（西気）

徳網武男 出石（室
むろ

埴
はに

）
船越五男 出石（小坂）

加藤幸
こう

洋
よう

出石（小野）
森　弘之 但東（高橋）

○
開
票

▽
日
時　

4
月
19
日（
火
）午
後
9

時
〜

▽
場
所　

市
役
所（
東
庁
舎
別
館
）

　

ま
た
は
各
総
合
支
所（
城
崎
総

合
支
所
を
除
く
）

▽
問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
23
－
5
4
5
4

《問合せ》総務課行政係
　　　　　☎23-1116

豊岡市区長連合会 平成23年
役員が決まりました

期間 ４月２日（土）〜９日（土）
時間 午前８時30分〜午後８時

場所
市役所（東庁舎別館）、城崎総合支所、
竹野総合支所、日高総合支所、出石総
合支所、但東総合支所

その他

　期日前投票は、どの期日前投票所でも
できます（投票日当日は、投票所入場券
に記載の投票所でのみ投票できます）。
　市役所（東庁舎別館）は、新庁舎建設
工事のため、駐車場に余裕がありません。
駅前駐車場を利用するかバスなどの公共
交通機関を利用ください。

期間 ４月13日（水）〜18日（月）
時間 午前８時30分〜午後８時

場所

第１選挙区 市役所（東庁舎別館）第２選挙区

第３選挙区 城崎総合支所、
竹野総合支所

第４選挙区 日高総合支所
第５選挙区 出石総合支所
第６選挙区 但東総合支所

その他
　市役所（東庁舎別館）は、新庁舎建設
工事のため、駐車場に余裕がありませ
ん。駅前駐車場を利用するかバスなど
の公共交通機関を利用ください。



広報とよおか　2011.3.2539
FMラジオで豊岡市の情報をお知らせしています!! （周波数76.4メガヘルツ） 「豊岡きらめき情報局」毎週月～金曜日  8：00～8：05、17：50～17：52

サ ー ビ ス を 延 長 し ま す

　市では、豊岡の未来を担う子どもたちの「明るい笑顔」と「夢」を育むとともに、安心して子ど
もを産み、楽しく育てられるよう、商業者などと連携し、子育て家庭を応援する事業を平成19
年12月から実施しています。
　本事業は、3月31日（木）で終了する予定でしたが、近畿
２府４県および三重県、福井県、徳島県と連携した「すく
すくかんさい（関西子育て世帯応援事業）」（期間限定なし）
と足並みをそろえ、継続して子育て家庭や妊婦のいる家庭
を支援することになりました。
　18歳未満の子どもや妊娠中の方がいる家庭に発行する

「とよおか子育て家庭応援カード」を提示することで、この
事業に協賛していただいているお店（約300店）が提供する
いろいろなサービスを受けることができます。

　市では、事業に協賛いただける企業・事業
所・店舗を引き続き募集します。
◆受付期間　随時受付
◆特　  典　協賛店になっていただくと、店頭表

示用のステッカーをお渡しします。
また、市ホームページなどで、各企
業・店舗の取組み内容を紹介します。

◆申込方法　経済課、各総合支所地域
振興課にある「とよおか子育て
家庭応援カード事業参加申込
書」に、必要事項を記入の上、

メール、ファックス、または郵送で申し込
みください。また、申込書は市ホームペ
ージからもダウンロードできます。

◆協賛内容の例
（例１）料金の割引…特定日の割引、ポイント

加算、子ども用品割引など
（例２）行事の開催…子育て教室、子ども向け

行事の開催など
（例３）子ども用施設などの提供…プレイルーム・

授乳室設置、ミルク用のお湯提供など
※その他、お店独自のサービスを提供ください。

《申込み・問合せ》経済課☎23-4480　FAX22-3872
　　　　　　　　　　　      メールアドレス　keizai@city.toyooka.lg.jp

カードをお持ちでない方へ とよおか子育て家庭応援カードの有効期限後の取り扱い

カードはどこで使えるの？
　「協賛ステッカー（右写真）」を掲示している協賛店で利用できます。
　その店を利用するときに、カードを提示していただくと、その店独
自のサービスを受けることができます。ただし、店によっては、別途
証明書の提示が求められる場合があります。
　なお、協賛店やサービス内容は、経済課、市民課、健康増進課、各
総合支所地域振興課・市民福祉課に設置している協賛店一覧または市
ホームページをご覧ください。

　18歳未満の子どもや妊娠中の方が
居る家庭で、カードをお持ちでない
方は、各窓口で申請ください。

　カードの裏面には、３月末までの有効期限が記載され
ていますが、有効期限後でも子どもが18歳に達した最初
の３月31日まで有効です。

応 援 し ま す あ な た の 子 育 て

協 賛 店 募 集


